
会津若松市住宅用太陽光発電システム等設置補助金　手続の流れ

申請者 手続代行者 市環境生活課

  

設置工事完了　

各対象システムの設置に係る領収書等の
領収日が申請年度の４月１日～３月 31 日

である場合

補助金交付申請書類の提出

補助金交付決定通知の受取（申請者）

補助金申請受付開始
（令和８年５月１日～）

受　付

必要に応じて現地確認

補助金交付決定

書類確認・審査

現地確認（立会必要）

補助金交付補助金受領

振込

住宅用太陽光発電システム
補助対象機器の適切な維持・管理
（法定耐用年数の期間内）

手続代行届

記載内容の確認

郵送

持参


